
明
治
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十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

〇

〇
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（号 外）
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告

示

二

中
学
校

教

科

受

理

種

目

受

理

単

位

備

考

国

語

国

語

第
一
学
年
用
、
第
二
学
年
用
、

第
三
学
年
用

各
一

書

写

第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
用

一

表
「
一

小
学
校
」
及
び
表
「
二

中
学
校
」
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

小
学
校

教

科

受

理

種

目

受

理

単

位

備

考

国

語

国

語

第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
用
、

第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
用
、

第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
用

各
一

各
学
年
ご
と
に
分
冊
と

す
る

書

写

第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
用
、

第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
用
、

第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
用

各
一

各
学
年
ご
と
に
分
冊
と

す
る

社

会

社

会

第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
用
、

第
五
学
年
用
、
第
六
学
年
用

各
一

地

図

第
四
学
年
か
ら
第
六
学
年
用

一

算

数

算

数

第
一
学
年
用
、
第
二
学
年
用
、

第
三
学
年
用
、
第
四
学
年
用
、

第
五
学
年
用
、
第
六
学
年
用

各
一

理

科

理

科

第
三
学
年
用
、
第
四
学
年
用
、

第
五
学
年
用
、
第
六
学
年
用

各
一

生

活

生

活

第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
用

一

音

楽

音

楽

第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
用
、

第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
用
、

第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
用

各
一

各
学
年
ご
と
に
分
冊
と

す
る

図
画
工
作

図

画

工

作

第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
用
、

第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
用
、

第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
用

各
一

家

庭

家

庭

第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
用

一

体

育

保

健

第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
用
、

第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
用

各
一

目

次
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〔
告

示
〕

〇
教
科
用
図
書
検
定
申
請
受
理
種
目
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
文
部
科
学
三
）

J

〇
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
教
科
用
図
書

の
検
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
種

目
及
び
期
間
を
定
め
る
件
（
同
四
）

K

〇
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
教
科
用
図
書

の
検
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
種

目
及
び
期
間
を
定
め
る
件
（
同
五
）

M

〇
著
作
権
者
不
明
の
著
作
物
の
利
用
に
関
す

る
裁
定
及
び
補
償
金
の
額
を
定
め
る
件

（
文
化
庁
二
〜
五
）

N

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁外

国
監
査
法
人
等
に
関
す
る
公
示
、
犯
罪

被
害
財
産
支
給
手
続
開
始
決
定
関
係

J
J

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

J
N

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

工
業
標
準
化
法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
く
登
録
・
計
量
法
第
百
四
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
、
特
定
計
量
器

型
式
承
認
、
税
理
士
登
録
者
、
企
業
年
金

基
金
変
更
関
係

J
J
P

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
関
係

J
J
Q

会
社
そ
の
他

J
J
R

会
社
決
算
公
告

J
K
I

〇
文
部
科
学
省
告
示
第
三
号

教
科
用
図
書
検
定
規
則
（
平
成
元
年
文
部
省
令
第
二
十
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
科
用
図
書
検
定

申
請
受
理
種
目
（
平
成
元
年
文
部
省
告
示
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
三
日

文
部
科
学
大
臣

川
端

達
夫

˜
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